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『司法試験・予備試験　伊藤真の速習短答過去　民法　第３版』（法学書院）　訂正表
2020年10月10日現在

ページ 箇所 現表記（誤植） 正しい表記
126頁 記述２の解説文３行目 されている（最判昭57.９.７）。 されている。

205頁
表、「抵当権の順位」の「譲渡」
「放棄」の具体例

Ｂ→Ｃ Ｂ→Ｅ

271頁 出典 Ｈ20-20 Ｈ20-20改題

271頁 記述のア

自働債権及び受働債権がとも
に不法行為による損害賠償債
権の場合，いずれの当事者か
らも相殺をすることができない。

自働債権及び受働債権がともに
不法行為による損害賠償債権の
場合でも，いずれの当事者からも
相殺をすることができるときがあ
る。

272頁
記述のアの解説
冒頭

509条は，同条２号に該当する
不法行為等により生じた債権を
受働債権とする相殺を禁止して
いるところ，たまたま同一の事
故により，当事者双方が上記債
権を持ち合う場合にも，同条の
規定により，相殺が許されない
かについては，解釈に委ねられ
ている。この点，

削除

272頁
記述のアの解説
下から４行目から末尾まで

……解する」としている（最判昭
49. ６. 28）。したがって，自働債
権及び受働債権が共に不法行
為による損害賠償債権の場合
にも，509条は妥当し，いずれ
の当事者からも相殺することが
できない。

……解する」としていた（最判昭
49. ６. 28）。もっとも，改正により，
509条１号，２号に当らない場合に
ついては相殺が禁止されないこと
となった。したがって，自働債権及
び受働債権が共に不法行為によ
る損害賠償債権の場合にも，509
条１号，２号に当たらなければ，い
ずれの当事者からも相殺すること
ができる。

『司法試験・予備試験　伊藤真の速習短答過去　刑法　第３版』（法学書院）　訂正表
2020年４月11日現在
ページ 箇所 現表記（誤植） 正しい表記

291頁
下表「包含説①」、「包含説②
(団藤）」、「折衷説」中
「故意のある場合の処断」内

→強制性交等致傷一
罪（181Ⅱ，５年～無期）

→強制性交等致傷一
罪（181Ⅱ，６ 年～無期）

『司法試験・予備試験　伊藤真の速習短答過去　民事訴訟法　第３版』（法学書院）　訂正表
2020年５月17日現在

ページ 箇所 現表記（誤植） 正しい表記

28頁 記述５の解説文

そして，これによって両親の法
定代理権は消滅するから，本
記述の場合，両親は法定代理
人として訴訟行為をすることは
できない。

なお，これによって両親の法定代
理権は当然に消滅するわけでは
なく，本人又は両親から相手方に
通知することで消滅の効力を生じ
る（36条１項）。
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